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決算期（事業年度の末日）の変更に関するお知らせ 

 

 

当社は、本日開催の取締役会において、2025年７月開催予定の第 27回定時株主総会において現

行定款の事業年度変更に係る議案が承認されることを条件として、決算期（事業年度の末日）の

変更を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

 １．決算期変更の理由 

    当社の事業年度は、毎年５月１日から翌年４月 30 日までとしておりましたが、３月から４

月の事業の最繁忙期を避けた時期に決算期（事業年度の末日）を移行することにより、当社

の事業運営において効率的な業務執行を図ることを目的として、当社の事業年度を毎年 11 月

１日から翌年 10月 31日までに変更するものであります。 

  

 ２．決算期変更の内容 

    現 在 : 毎年 ４月 30日  

    変更後 : 毎年 10月 31日  

     決算期変更の経過期間となる第 28 期は 2025 年５月１日から 2025 年 10 月 31 日までの６  

か月間となる予定です。 

 

 ３．今後の見通し 

    2025年 10月期（第 28期）の業績見通しにつきましては、2025年６月開示予定の 2025年４

月期決算短信において公表する予定であります。 

 

４．定款変更について 

   決算期（事業年度の末日）の変更に伴う定款の変更案につきましては、2025 年６月 13 日開    

催予定の取締役会において、2025 年７月開催予定の第 27 回定時株主総会の付議議案として

「定款一部変更の件」を決議した後、速やかに開示いたします。 

 

以上 


